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１
、
国
家
権
力
犯
罪
を
糺
し
、
新
た
な
運
動
を
巻
き
起
こ
す
一
助
に 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（「
宮
澤
・
レ
ー
ン
・
ス
パ
イ
冤
罪
事
件 

総
資
料
総
目
録
」
か
ら
抄
録
・
再
編
） 

 

本
会
は
、
憲
法
を
戦
争
容
認
に
す
り
か
え
る
策
動
を
許
さ
な
い
。 

本
会
が
告
発
す
る
「
ス
パ
イ
冤
罪
事
件
」
は
、
太
平
洋
戦
争
の
勃
発
と
同

時
に
、
軍
お
よ
び
軍
国
主
義
者
に
牛
耳
ら
れ
た
国
家
権
力
に
よ
っ
て
仕
組
ま

れ
た
国
家
権
力
犯
罪
だ
っ
た
。 

そ
れ
ゆ
え
当
時
も
、
軍
権
力
が
排
除
さ
れ
た
戦
後
に
ま
で
も
国
家
に
よ
っ

て
隠
蔽
さ
れ
、
歴
史
と
し
て
さ
え
抹
殺
さ
れ
る
瀬
戸
際
に
瀕
し
て
い
た
。 

              

冤
罪
の
根
源
は
「
軍
機
保
護
法
」 

瀬
戸
際
か
ら
立
っ
た
の
が
、
１
９
８
０
年
代
に
起
き
た
「
国
家
秘
密
法
」

阻
止
の
運
動
だ
っ
た
。
こ
の
中
で
戦
争
を
憎
む
一
人
の
弁
護
士
が
隠
蔽
の
壁

を
破
り
、
こ
れ
に
触
発
さ
れ
た
冤
罪
の
遺
族
が
声
を
あ
げ
、
共
感
の
輪
が
広

が
っ
て
真
相
の
究
明
に
努
め
、
関
心
を
高
く
し
た
。
本
件
冤
罪
の
根
源
は
戦

争
法
の
一
翼
だ
っ
た
「
軍
機
保
護
法
」
（
敗
戦
後
廃
止
）
に
あ
り
、「
国
家
秘

密
法
」
浮
上
は
そ
の
再
来
だ
っ
た
。 

し
た
が
っ
て
本
件
冤
罪
の
告
発
運
動
は
、
そ
の
ま
ま
「
ス
パ
イ
防
止
法
」

阻
止
の
運
動
と
連
動
し
、
列
島
各
地
各
層
の
戦
争
反
対
勢
力
を
掘
り
起
こ
し

た
。
運
動
は
運
動
を
呼
ん
で
連
帯
し
た
力
は
国
会
を
取
り
囲
み
、
審
議
に
持

ち
込
ま
れ
て
い
た
「
国
家
秘
密
法
」
を
廃
案
に
追
い
込
み
、
再
上
程
を
阻
止

す
る
に
至
っ
た
。
策
謀
・
策
動
の
真
相
を
衝
き
、
熱
い
思
い
を
結
集
す
れ
ば

大
き
な
力
と
な
る
こ
と
を
立
証
し
た
と
言
っ
て
よ
い
。 

宮
澤
・
レ
ー
ン
・
ス
パ
イ
冤
罪
事
件
が
明
ら
か
に
し
た
の
は
、
国
家
権
力

に
よ
る
冤
罪
の
狡
猾
さ
、
あ
く
な
き
弾
圧
の
残
酷
さ
、
そ
し
て
そ
れ
を
徹
底

し
て
隠
蔽
す
る
悪
辣
さ
だ
っ
た
。
国
家
は
強
引
、
野
放
図
に
犯
し
、
そ
の
う

え
無
か
っ
た
こ
と
に
す
る
。
こ
れ
ら
一
連
の
国
家
犯
罪
を
告
発
す
る
「
治
安

維
持
法
犠
牲
者
国
家
賠
償
要
求
同
盟
」
は
、
治
安
維
持
法
体
制
下
で
弾
圧
さ

れ
た
全
て
の
人
た
ち
を
視
野
に
徹
底
調
査
を
進
め
て
い
る
が
、
権
力
に
よ
っ
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て
破
棄
・
隠
蔽
さ
れ
た
真
実
を
掘
り
起
こ
し
て
い
く
の
は
容
易
で
は
な
い
。 

「
責
任
者
を
特
定
、
糾
弾
し
国
家
賠
償
を
」 

そ
れ
だ
け
に
、
隠
蔽
を
乗
り
越
え
て
発
掘
さ
れ
た
記
録
は
重
要
な
証
拠
と

な
る
。
犠
牲
者
一
人
ひ
と
り
の
血
肉
で
あ
り
、
残
酷
無
残
極
ま
り
な
い
真
相

の
一
端
を
み
せ
つ
け
て
く
れ
る
。 

ま
た
、
こ
れ
ら
の
証
拠
は
、
国
家
権
力
に
よ
る
犯
罪
を
徹
底
し
て
暴
き
出

し
、
責
任
者
を
特
定
し
て
糾
弾
し
、
国
家
賠
償
を
さ
せ
る
こ
と
が
い
よ
い
よ

必
要
で
あ
る
と
、
訴
え
て
い
る
。 

こ
の
視
点
に
立
っ
た
と
き
、
本
会
も
な
お
一
層
、
自
ら
の
課
題
に
向
け
て

思
い
を
新
た
に
せ
ざ
る
を
え
な
い
。 

「
な
ぜ
、
宮
澤
弘
幸
と
レ
ー
ン
夫
妻
だ
っ
た
の
か
」 

「
な
ぜ
、
か
く
も
重
刑
だ
っ
た
の
か
」 

「
そ
の
罠
を
は
め
た
の
は
誰
な
の
か
」 

―
―
で
あ
る
。 

こ
れ
は
本
会
の
発
足
１
カ
月
後
、
最
初
に
発
刊
し
た
冊
子
『
ス
パ
イ
冤
罪 

宮
澤
・
レ
ー
ン
事
件 

真
相
を
知
っ
て
ほ
し
い
』
の
後
書
き
で
提
起
し
た
一

節
で
も
あ
り
、
そ
の
再
掲
と
な
る
。 

い
ま
積
年
を
経
て
、
な
お
得
心
の
い
く
答
え
を
見
出
し
得
て
い
な
い
。
も

と
よ
り
積
年
の
間
に
は
新
た
な
事
実
、
新
た
な
証
言
に
も
接
し
、
そ
れ
ら
に

よ
っ
て
仮
説
を
た
て
、
推
論
を
試
み
て
は
い
る
が
、
で
あ
る
。 

 

伝
え
る
に
正
確
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 

同
時
に
、
伝
え
る
に
正
確
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
正
確
に
伝
わ
っ
て
当

然
の
こ
と
な
が
ら
、
な
か
な
か
そ
う
な
っ
て
は
く
れ
な
い
。 

た
と
え
ば
マ
ス
コ
ミ
の
多
く
は
い
ま
も
本
件
冤
罪
の
発
端
で
あ
る
12
月

８
日
の
一
斉
検
挙
を
「
逮
捕
」
と
伝
え
て
い
る
。「
検
挙
」
と
「
逮
捕
」
は
単

に
用
語
の
違
い
に
止
ま
ら
ず
、
事
件
を
捉
え
る
本
質
に
関
わ
っ
て
い
る
。 

本
会
が
運
動
に
連
な
っ
て
５
年
。
真
相
を
究
め
、
広
め
る
に
当
り
、
そ
の

一
端
を
担
っ
て
い
る
と
自
覚
す
る
が
、
大
切
な
部
分
で
の
誤
用
、
誤
解
、
半

解
が
正
し
切
れ
て
い
な
い
と
痛
感
し
て
い
る
。
こ
れ
も
、
こ
の
時
期
に
『
総

資
料
総
目
録
』
を
ま
と
め
る
に
至
っ
た
動
機
の
一
つ
で
あ
り
、「
正
確
に
伝
え

た
い
」
を
本
篇
の
最
初
に
位
置
づ
け
た
所
以
で
あ
る
。 

 

も
う
一
つ
、
危
険
な
誘
い
に
、
英
雄
化
志
向
が
あ
る
。
事
を
広
く
強
く
伝

え
る
に
あ
た
り
、
当
事
者
の
人
物
像
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
が
、
や

や
も
す
る
と
美
化
し
、
か
え
っ
て
事
を
歪
め
当
事
者
を
貶
め
る
。 

本
件
で
も
、
拷
問
に
よ
る
自
白
強
要
が
焦
点
と
な
る
中
で
、
そ
れ
が
起
き

た
。
戦
後
に
な
っ
て
、
宮
澤
弘
幸
の
弁
護
人
だ
っ
た
一
人
が
、
「（
こ
の
ま
ま

拷
問
が
続
け
ば
殺
さ
れ
る
の
で
）
形
だ
け
容
疑
の
概
略
を
認
め
、
公
判
で
明

ら
か
に
す
れ
ば
よ
い
と
勧
め
た
…
…
」
と
の
趣
旨
で
述
懐
し
た
の
が
孫
引
き

さ
れ
、
さ
ら
に
野
放
図
に
拡
大
し
、「
宮
澤
弘
幸
は
頑
と
し
て
自
白
を
拒
否
し

た
。
こ
の
生
命
を
賭
し
て
闘
っ
た
尊
い
生
涯
こ
そ
受
け
継
が
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
と
な
っ
て
伝
説
化
し
、
さ
ら
に
は
自
白
拒
否
の
姿
勢
が
「
天
皇
の

忠
良
な
る
臣
民
で
あ
る
こ
と
を
拒
否
す
る
存
在
だ
」
と
祀
り
上
げ
ら
れ
、
反

天
皇
制
の
偶
像
に
仕
立
て
上
げ
る
論
考
ま
で
が
現
れ
る
に
至
っ
た
。 

実
際
に
は
、
署
名
・
指
印
付
の
自
白
調
書
が
検
察
側
証
拠
と
し
て
法
廷
に

出
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
弁
護
側
は
こ
れ
を
「
拷
問
に
よ
る
自
供
だ
」
と

し
て
法
廷
で
否
定
し
て
お
り
、
そ
の
経
緯
が
弁
護
側
の
上
告
趣
意
書
の
中
に
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記
さ
れ
て
い
る
。（
当
時
の
司
法
環
境
で
は
上
告
趣
意
書
と
い
え
ど
も
拷
問
の

事
実
を
赤
裸
に
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
極
め
て
婉
曲
な
表
現
に
な
っ
て

い
る
が
、
事
実
は
し
っ
か
り
読
み
解
け
る
文
脈
に
な
っ
て
い
る
） 

拷
問
へ
の
対
応
、
拷
問
に
よ
る
自
白
の
有
無
は
、
真
相
を
解
明
す
る
上
で

重
要
な
事
実
と
な
る
が
、
同
時
に
、
次
元
の
異
な
る
規
範
と
絡
め
て
は
な
ら

な
い
。
拷
問
に
耐
え
、
拒
否
を
貫
く
を
以
っ
て
是
と
し
称
賛
す
れ
ば
、
屈
し

て
応
ず
る
を
以
て
非
と
し
蔑
む
こ
と
と
な
り
、
ひ
い
て
は
同
じ
状
況
に
嵌
め

ら
れ
る
人
に
非
情
の
苦
痛
と
、
死
さ
え
強
い
る
こ
と
に
な
る
。 

肝
心
な
の
は
、
拷
問
に
走
る
国
家
権
力
の
あ
り
よ
う
で
あ
り
、
権
力
の
意

思
と
し
て
拷
問
を
決
定
し
、
実
行
す
る
仕
組
み
を
解
明
し
、
糾
弾
し
、
再
発

を
不
可
能
に
す
る
仕
組
み
を
保
障
す
る
こ
と
だ
と
考
え
る
。 

 

愚
直
に
我
慢
強
く
声
を
上
げ
行
動
を
重
ね
続
け
る 

翻
っ
て
、
特
定
秘
密
保
護
法
―
安
保
法
制
―
共
謀
罪
法
と
角
を
曲
が
り
続

け
る
安
倍
政
権
と
の
対
峙
に
お
い
て
、
闘
い
の
質
量
を
省
み
、
果
た
し
て
忸

怩
は
な
か
っ
た
か
。
あ
の
１
９
８
０
年
代
に
比
べ
て
も
、
迫
る
ほ
ど
の
闘
い

を
組
織
し
得
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
な
の
か
。 

自
ら
に
返
っ
て
く
る
、
こ
の
問
い
に
正
面
か
ら
向
き
合
い
、
改
め
て
愚
直

に
一
歩
を
踏
み
出
す
こ
と
が
大
事
と
考
え
る
。
浮
遊
す
る
無
関
心
層
と
、
戦

後
築
い
た
平
和
の
歴
史
を
否
定
す
る
分
断
層
を
、
い
か
に
し
て
真
っ
当
な
議

論
の
出
来
る
場
に
引
き
戻
す
か
、
こ
れ
も
大
事
な
課
題
と
な
る
。 

（
詳
し
く
は
本
会
編
著
・
花
伝
社
刊
『
引
き
裂
か
れ
た
青
春
』
） 

 

                        

2013 年 2 月 22 日・刊 

北大生・宮澤弘幸 

「スパイ冤罪事件」の 

真相を広める会・編 
2014 年 9 月 5 日・刊 

北大生・宮澤弘幸「スパイ冤罪事

件」の真相を広める会・編 

花伝社 
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２
、
北
大
「
ス
パ
イ
冤
罪
事
件
」
の
被
害
者 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ハ
ロ
ル
ド
・
メ
シ
ー
・
レ
ー
ン 

52
歳 

米
国
（
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
）
籍 

元 

北
海
道
帝
国
大
学
予
科
英
語
教
師
（
年
齢
、
国
籍
、
職
業
は
判
決
記
載
に
よ

る
＝
以
下
同
） 

 

１
９
４
１
年
（
昭
和
16
）
12
月
８
日
検
挙
、
42
年
４
月
９
日
起
訴
、
43
年

６
月
11
日
有
罪
確
定(

大
審
院
＝
現
・
最
高
裁
に
相
当)

、
懲
役
15
年
。
北
海

道
内
の
刑
務
所
に
収
監
後
、
43
年
９
月
、
相
互
の
抑
留
者
、
帰
国
を
希
望

す
る
者
ら
を
交
換
す
る
日
米
交
換
船
で
米
国
へ
送
還
。 

ポ
ー
リ
ン
・
ロ
ー
ラ
ン
ド
・
シ
ス
テ
ア
・
レ
ー
ン 

52
歳 

米
国
籍 

元
北
海

道
帝
国
大
学
予
科
英
語
教
師 

 

１
９
４
１
年
12
月
８
日
検
挙
、
42
年
４
月
９
日
起
訴
、
43
年
５
月
５
日
有

罪
確
定(

大
審
院)

、
懲
役
12
年
。
北
海
道
内
の
刑
務
所
に
収
監
後
、
43
年
９

月
、
日
米
交
換
船
で
米
国
へ
送
還
。 

宮
澤 

弘
幸 

25
歳 

北
海
道
帝
国
大
学
工
学
部
学
生 

１
９
４
１
年
12
月
８
日
検
挙
、
42
年
４
月
９
日
起
訴
、
43
年
５
月
27
日

有
罪
確
定
（
大
審
院
）
、
懲
役
15
年
。
網
走
刑
務
所
に
収
監
、
45
年
10
月

10
日
、
連
合
国
軍
総
司
令
部
（
Ｇ
Ｈ
Ｑ
）
の
覚
書
に
基
づ
き
釈
放
。 

渡
邊 

勝
平 

26
歳 

北
海
道
帝
国
大
学
工
学
部
助
手 

 

１
９
４
１
年
12
月
８
日
検
挙
、
42
年
４
月
９
日
起
訴
、
同
年
12
月
19
日

有
罪
確
定(

札
幌
地
裁)

、
懲
役
２
年
。 

丸
山 

 

護 

29
歳 

会
社
員 

１
９
４
１
年
12
月
27
日
検
挙
、
42
年
４
月
10
日
起
訴
、
同
年
12
月
16
日 

 

有
罪
判
決(

札
幌
地
裁)

、
同
確
定
で
懲
役
２
年
。 

黒
岩
喜
久
雄 

25
歳 

無
職
（
検
挙
直
前
、
北
海
道
帝
国
大
学
農
学
部
を
戦

時
繰
上
げ
措
置
で
卒
業
） 

 

１
９
４
１
年
12
月
27
日
検
挙
、
42
年
４
月
10
日
起
訴
、
同
年
12
月
24
日

有
罪
判
決(

札
幌
地
裁)

、
同
確
定
で
懲
役
２
年
、
執
行
猶
予
５
年
。 

石
上 

茂
子 

元
レ
ー
ン
家
女
中
（
内
務
省
『
外
事
系
警
察
概
況
』
記
載
） 

 

１
９
４
１
年
12
月
８
日
検
挙
、
１
０
０
日
を
超
え
る
勾
留
取
り
調
べ
後
、

42
年
３
月
10
日
「
嫌
疑
な
し
」
で
釈
放
。 

●
レ
ー
ン
夫
妻
、
宮
澤
弘
幸
の
来
歴 

◇
ハ
ロ
ル
ド
・
メ
シ
ー
・
レ
ー
ン 

１
８
９
２
年
（
明
治
25
）
10
月
７
日
、
米
国
中
央
部
ア
イ
オ
ワ
州
タ
マ
で

生
ま
れ
る
。
敬
虔
な
ク
エ
ー
カ
ー
教
徒
と
し
て
同
教
団
建
学
の
カ
レ
ッ
ジ
で
学

び
、
卒
業
論
文
は
「
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
デ
ィ
ケ
ン
ズ
と
社
会
悪
の
改
革
」 

◆
１
９
１
７
年
（
大
正
６
）
４
月
、
米
国
の
第
一
次
世
界
大
戦
（
１
９
１
４

年
開
戦
）
参
戦
に
際
し
、
良
心
に
基
づ
く
兵
役
拒
否
の
制
度
を
行
使
し
て
徴
兵

を
忌
避
し
、
教
会
後
援
の
社
会
奉
仕
に
従
事
。
戦
後
、
フ
ラ
ン
ス
の
復
興
に
関

わ
り
、
そ
の
後
、
銀
行
員
を
経
て
、
日
本
政
府
に
よ
る
大
学
教
員
公
募
を
知
っ

て
来
日
。
◆
21
年
（
大
正
10
）
８
月
20
日
、
北
海
道
帝
国
大
学
予
科
の
英
語

教
師
と
し
て
着
任
。
こ
の
間
、
下
宿
し
た
ロ
ー
ラ
ン
ド
家
で
ポ
ー
リ
ン
と
出
会

い
、
や
が
て
結
婚
。
長
男
夭
折
、
後
６
人
の
娘
の
父
と
な
る
。 
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◆
41
年
（
昭
和
16
）
12
月
８
日
、
日
米
開
戦
。
同
時
に
、
全
国
一
斉
検
挙

で
拘
束
さ
れ
、
43
年
（
昭
和
18
）
６
月
11
日
、
大
審
院
で
有
罪
確
定
（
懲
役

15
年
）
。
服
役
す
る
も
、
43
年
９
月
、
日
米
交
換
船
で
米
国
に
送
還
。
◆
51

年
（
昭
和
26
）
４
月
、
北
大
有
志
の
再
招
聘
運
動
に
応
じ
て
北
大
英
語
教
師

に
復
職
。
◆
63
年
（
昭
和
38
）
８
月
７
日
、
医
療
事
故
に
よ
り
死
去
。
札
幌
・

円
山
墓
地
に
眠
る
。 

 

◇
ポ
ー
リ
ン
・
ロ
ー
ラ
ン
ド
・
シ
ス
テ
ア
・
レ
ー
ン 

１
８
９
２
年
（
明
治
25
）
12
月
７
日
、
京
都
生
ま
れ
。
父
は
宣
教
師
。

４
歳
か
ら
札
幌
で
育
ち
、
の
ち
米
国
の
カ
レ
ッ
ジ
で
学
び
、
こ
の
間
、
結
婚

し
て
一
女
が
生
ま
れ
る
が
、
夫
は
第
一
次
世
界
大
戦
で
戦
死
（
病
死
と
の
説

も
あ
る
が
出
所
不
明
で
確
証
は
な
い
）
。 

◆
１
９
２
２
年
（
大
正
11
）
５
月
、
ハ
ロ
ル
ド
と
結
婚
。
以
後
ハ
ロ
ル
ド

の
来
歴
と
重
な
る
が
、
日
本
語
は
母
国
語
に
ま
さ
る
堪
能
で
子
供
た
ち
も
日

本
語
で
育
て
た
。
北
大
の
ほ
か
北
海
道
学
芸
大
学
（
現
・
北
海
道
教
育
大
学
）

や
旧
制
中
学
な
ど
で
英
語
を
教
え
、
多
く
の
教
え
子
に
慕
わ
れ
た
。 

 

◆
66
年
（
昭
和
41
）
７
月
16
日
、
死
去
。
円
山
墓
地
で
眠
る
。 

 

◇
宮
澤
弘
幸 

１
９
１
９
年
（
大
正
８
）
８
月
８
日
、
東
京
・
豊
多
摩
郡
代
々
幡
（
現
・
代
々

木
あ
た
り
）
生
ま
れ
。
父
・
雄
也
（
大
手
電
線
会
社
の
幹
部
技
師
）
母
・
と
く

の
二
男
。
山
谷
小
学
校
、
東
京
府
立
六
中
（
現
・
新
宿
高
校
）
を
卒
業
。
第
一

高
等
学
校
を
目
指
す
も
受
験
に
失
敗
し
、
目
を
北
海
道
に
向
け
る
。 

◆
１
９
３
７
年
（
昭
和
12
）
４
月
、
北
海
道
帝
国
大
学
予
科
入
学
。
文
武

両
道
に
励
み
、
戦
時
下
な
が
ら
青
春
を
謳
歌
。
「
蝋
山
正
道
を
囲
む
会
」
な
ど

に
参
加
。
「
文
武
会
」
（
全
学
学
友
会
）
理
事
。
◆
古
典
研
究
会
、
哲
学
研
究

会
を
組
織
。
レ
ー
ン
夫
妻
、
ド
イ
ツ
語
教
師
・
ヘ
ッ
カ
ー
ら
外
国
人
教
師
の
も

と
に
も
積
極
的
に
通
い
、
年
上
の
交
換
留
学
生
・
フ
ォ
ス
コ
・
マ
ラ
イ
ー
ニ
と

も
出
会
い
、
大
き
く
目
を
広
げ
る
に
貪
欲
だ
っ
た
。 

◆
39
年
（
昭
和
14
）
６
月
、
「
心
の
会
＝
ソ
シ
エ
テ
・
ド
ゥ
・
ク
ー
ル
」

発
足
に
参
画
。
７
月
、
樺
太
（
現
サ
ハ
リ
ン
）
で
労
働
実
習
（
海
軍
工
事
）
。

◆
40
年
（
昭
和
15
）
４
月
、
北
大
工
学
部
電
気
工
学
科
進
学
。
国
策
会
社
・

南
満
州
鉄
道
募
集
の
論
文
に
応
募
し
「
大
陸
一
貫
鉄
道
論
」
で
入
選
。
７
月
、

マ
ラ
イ
ー
ニ
と
北
海
道
中
央
部
を
自
転
車
旅
行
。 

◆
41
年
（
昭
和
16
）
４
月
、
遠
縁
の
高
橋
あ
や
子
と
親
し
く
な
り
、
前
後

し
て
海
軍
委
託
学
生
試
験
に
合
格
し
月
45
円
の
手
当
を
支
給
さ
れ
る
。
５
月
、

千
葉
県
習
志
野
の
陸
軍
戦
車
学
校
で
機
械
化
訓
練
講
習
会
に
参
加
す
る
な
ど
、

年
来
の
軍
国
少
年
と
し
て
の
行
動
力
も
活
発
だ
っ
た
。
◆
41
年
12
月
７
日
、

急
病
で
入
院
中
の
高
橋
あ
や
子
を
北
大
附
属
病
院
に
見
舞
う
。
◆
翌
８
日
、
日

米
開
戦
。
全
国
一
斉
検
挙
で
レ
ー
ン
夫
妻
ら
と
共
に
軍
機
保
護
法
違
反
容
疑
で

拘
束
さ
れ
る
。
◆
43
年
（
昭
和
18
）
５
月
27
日
、
大
審
院
上
告
棄
却
さ
れ
、

懲
役
15
年
確
定
。
網
走
刑
務
所
に
収
監
さ
れ
る
。 

◆
45
年
（
昭
和
20
）
10
月
10
日
、
網
走
か
ら
移
監
さ
れ
た
先
の
仙
台
刑
務

所
か
ら
連
合
国
軍
総
司
令
部
（
Ｇ
Ｈ
Ｑ
）
の
「
政
治
的
・
市
民
的
及
び
宗
教
的

自
由
制
限
の
除
去
に
関
す
る
覚
書
」
に
よ
っ
て
釈
放
。
◆
47
年
（
昭
和
22
）

２
月
22
日
、
獄
中
の
衰
弱
に
加
え
結
核
に
罹
患
し
て
死
去
。
獄
を
出
て
わ
ず

か
１
年
５
カ
月
の
、
事
実
上
の
獄
死
だ
っ
た
。
無
限
の
夢
を
開
き
な
が
ら
、
27

歳
６
カ
月
の
生
涯
と
な
っ
た
。
東
京
新
宿
・
常
圓
寺
に
眠
る
。 


